
小樽市健康増進・自殺対策計画統合(仮称)について 

          

 

小樽市保健所 健康増進課 R5.２.２1 

１設置の概要・ 

目的 

○小樽市健康増進計画推進委員会と自殺対策計画協議会の両会議において、今後

自殺対策も、健康づくりと一体的に取組むことについて承認が得られたことか

ら、平成 6年度から計画を統合し推進する。 

 第２次健康 

おたる 21

（健康増進

計画）につ

いて 

〇計画期間           今期計画期間(11 年間)    新計画 

第２次健康日本２１ 

第 2 次小樽市健康増進計画 

 

○他関連計画（医療費適正化計画、介護保険事業支援計画等）も R６年度～新計画 

〇国の方向性を受け、北海道健康増進計画も今期計画を令和 5 年度まで 1 年延

長 

 小樽市自殺

対策計画に

ついて 

〇令和 6 年度からは小樽市健康増進計画と統合し、取組を推進するとされた。 

 

～R5年度まで            R6 年度～ 

  

２ 健康増進・自

殺対策計画協議

会（仮称）委員に

ついて 

 

                

 

                       

３  次期計画に

ついて 

○国は、次期計画(案)について令和 5 年春を目途に示す予定 

○小樽市の計画も国、道の方向性に合わせていく予定 

４  次期計画策

定スケジュール 

4 年度 策定評価アンケート（R4.1月実施済）報告及び第 2次計画の最終評価 

    １月庁内関係課推進会議 

    ２月健康増進計画推進委員会・自殺対策計画協議会合同開催  

      →小樽市健康増進・自殺対策協議会（仮称）(案) 

内容：最終評価結果の報告、要綱改正（統合による改正） 

5 年度 計画策定作業 ※国の新プラン提示あり（期間：R6～17年度） 

    協議会 2～３回/年 内容：計画策定作業 

    庁内関係課推進会議 3 回/年 

10 月～11月パブリックコメント募集 

６年度 新計画スタート 

 

小樽市健康増進計画 

小樽市自殺対策計画 

13 名→  解職 2 名、移行 11 名 

1８名→任期満了 12 名、移行 6 名 
1７名 

資料２ 

H25年度～R４年度 

H25年度～R４年度 

 

1 年

延長  

 

R6 年度 

～ 

 

小樽市健康増進計画 

小樽市自殺対策計画 

小樽市健康増進・ 

自殺対策計画（仮称） 


